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目的　乳幼児は月に平均 2 回程度医療機関を受診しているが，軽微な急性疾患に罹患した子どもの
登園を保育所は原則認めていない。病児対応型保育施設が整備されつつあるが，地方間の偏在
が認められる。そこで，市町村の病児対応型保育定員の地方間格差を人口，医療資源，財政的
な側面から説明する。

方法　重回帰分析（線形回帰）により，各市町村における病児対応型保育定員を，一般保育所在所
者数，小児科医師数，実質単年度収支および市町村の所在する地方，市町村の人口規模のダ
ミー変数により説明する回帰式を計算した。

結果　重回帰における調整済み決定係数（R2）は，0.684（Ｐ＜0.001）であり，各市町村の病児対
応型保育定員の68.4％を今回の解析で説明することができた。各市町村の病児対応型保育定員
は，一般保育所在所者千人あたり1.806人，小児科医師数 1 人あたり0.071人，市町村の実質単
年度収支10億円あたり0.735人増加した（ともにＰ＜0.001）。また，関東地方の市町村に比べ
て，他の地方の市町村では保育定員が多く，その差の最高値は中国地方の2.656人であった
（中部，中国，四国，九州・沖縄では差が 0 である確率はＰ＜0.05）。一方，人口規模20～30
万人の市町村に比べて，政令指定都市では定員が2.920人少なかった（Ｐ＝0.020）。また，各
説明変数の影響の大きさを比較するために，平均 0 標準偏差 1 にそろえた標準偏回帰係数を求
めると，その絶対値は，（一般保育所在所者数）＞（小児科医師数）＞（実質単年度収支）＞（地方
による加算定数のうち正の最高値，中国地方）＞（人口規模による加算定数のうち負の最低値，
政令指定都市）の順であった。

結論　病児対応型保育定員の全国格差は，養育環境その他の地域性よりも市町村における一般保育
所在所者数，小児科医師数や財政収支といった構造的な問題によるところが大きく，全国であ
まねく病児対応型保育を普及するには，病児保育事業を実施する主体を市町村から都道府県な
どの広い圏域に拡大することや財政の脆弱な市町村へのさらなる財政支援が必要であると思わ
れた。

キーワード　病児保育，子育て支援，感染症，外来受療率，地方間格差

Ⅰ　は　じ　め　に

　平成30年 4 月現在，全国で261万人が保育所
等を利用している1）。 0 ～ 6 歳人口709万人2）の

4 割弱が保育所を利用していることになる。し
かし，一般の保育所の多くは軽微であっても急
性疾患に罹患した子どもの登園を認めていない。
いわゆる「37.5度の壁」が存在する3）。
　一方， 0 歳児および 1 ～ 4 歳児の医療機関外
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来受診数（外来受療率）は，10万人あたり8,443
人／日および6,686人／日である4）。 1 カ月（30
日間）に換算すると10万人あたり延べ20万人強，
つまり， 1 カ月に 1 人平均 2 回の外来受診をし
ていることになる。
　子育て支援の一環として，都道府県や国と共
同で，市町村はかぜなどの軽微な急性疾患に罹
患した乳幼児を対象とした病児対応型保育に補
助をしている5）。しかし，国の税金が投入され
ているにもかかわらず，病児対応型保育施設に
は地方間の偏在が認められる6）。特に，北海道
や東北ではその整備が進んでいない。しかし，
偏在の原因は不明のままである。
　病児対応型保育施設には医師の指導，助言が
必要であり5）， 8 割強は病院や診療所などの医
療機関に併設されている7）。一方，これらの施
設の多くは赤字経営を強いられており7），運営
を継続するには補助金の投入が不可欠である。
このため，偏在の原因を特定するには，乳幼児
人口や医療資源だけではなく，市町村財政など
の面からも各市町村の病児対応型保育の合計定
員との関連を解析する必要がある。
　そこで，各市町村が所在する地方や人口規模
といった地域性を加味した上で，一般保育所在
所者数，小児科医師数，市町村の財政指標によ
り各市町村の病児対応型保育定員を説明する多
変量解析（重回帰分析）を行うことにした。

Ⅱ　資料および方法

　市町村が事業主体となり，国・都道府県・市

町村が補助費用の 3 分の 1 ずつを負担する病児
保育事業には， 4 つの類型が存在する（表 1）7）。
このうち，急性期で回復期にいたっていない子
どもの保育を行う病児対応型保育施設を解析対
象とした。平成28年度分の病児対応型保育施設
（全国896施設）の定員のリストは，厚生労働
省子ども家庭局保育課から提供を受けた。なお，
リストにおいては896施設中21施設において定
員の記載がなかったため，保育施設および市区
町村のホームページによりその定員を調べ，18
施設の定員を明らかにした。定員が不明である
残り 3 施設に関しては解析から除外した。さら
に，病児対応型保育施設の定員においては，
99.5％タイル値（20人）を大きく上回る施設が
3 カ所（80人が 2 施設，25人が 1 施設）存在し
た。これらの施設に関しては，各保育施設ない
しは市町村のホームページにて定員を確認し，
2 市 3 施設において定員の修正を行った。なお，
政令指定都市に関しては 1 市，東京特別区につ
いてはそれぞれの区を 1 市とした全国の1,741
自治体を解析対象とした。
　表 2のとおり，回復期にいたっていない子ど
もの保育を行う病児対応型保育施設の各市町村
における定員は，人口学的要因，医療資源上の
要因，財政的要因に関連している可能性が高い。
そこで，各市町村における病児対応型保育定員
を各市町村の一般保育所在所者数，小児科医師
数，実質単年度収支を用いた一次式（回帰式）
で説明することにした。確かに，祖父母世代が
近隣に居住する割合や子どもが急病にかかった
際に保護者が欠勤できる可能性など，養育環境
の地域性に関しては，適切な指標が見当たらな表 1　病児保育施設の類型

要件 病児対応型 病後児
対応型

体調不良児
対応型

非施設型
（訪問型）

対象児童の状態

症状の急変
はないが，
病気の回復
期にいたっ
ていない

病気の回復期

保育中に体
調不良とな
り保護者が
迎えに来る
まで

病児および
病後児

協力医療機関
（緊急時受入） 要 要 要 要

指導医（医療機
関以外が設立し
た施設での医療
面の指導，助言）

要 － － 要

補助事業実施
主体 市町村 市町村 市町村 市町村

表 2　病児対応型保育に影響を与えると考えられる要因
要因 理由

人口学的要因
乳幼児の人口，特に一般保育所在所者が，軽
微な疾患にかかった際に病児対応型保育の対
象となりうる。

医療資源上の
要因

指導医（医療機関以外が設立した施設での医
療面の指導，助言）が必要であり5），小児科医
を含めた医療資源の多寡が病児対応型保育施
設の設置に影響する。

財政的要因
施設の稼働率の平均は病児対応型45％，運営
収支の中央値は73万円の赤字であり，国・都
道府県・市町村の補助が不可欠である7）。
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い。そこで，上記の一次式に地方および市町村
の人口規模に応じて保育定員の値を加算する
（地方および人口規模ごとにダミー変数を作成
し重回帰分析を行う）ことにより，一般保育所
在所者数，小児科医師数，実質単年度収支以外
の地域性も加味することにした。
　具体的には，b0，b1，b2，b3を係数とすると，
（各市町村の病児対応型保育定員）＝b0＋b1×

（一般保育所在所者数）＋b2×（小児科医師数）＋
b3×（実質単年度収支）＋（市町村が所在する地
方によるダミー変数により加算される保育定
員）＋（市町村の人口規模によるダミー変数によ
り加算される保育定員）の形の一次式を組み立
てるよう重回帰分析（線形回帰）を行った。
　各市町村の保育所等在所者数および小規模保
育事業所在所者数（以後，本論文では両者の合
計を一般保育所在所者数とする）については，
平成28年社会福祉施設等調査8）より引用した。
各市町村の小児科医師数については，平成28年

医師・歯科医師・薬剤師調査９）において「主た
る診療科を小児科とする」医師の数とした。
　市町村の財政に関する指標は，平成28年度市
町村別決算状況調10）に記載された実質単年度収
支を用いた。病児保育事業の実施は市町村にお
いて義務的なものではなく，収支の良し悪しに
よって病児保育の整備に差がみられると考えら
れるためである。なお，この指標は，

　実質単年度
収支（万円）＝単年度

収支 ＋積立金繰上
償還金 －積立金

取崩し額

で表される10）。
　解析には，SPSS Version 23を使用した。な
お，説明変数間に強い相関が生じると解析がで
きないため（多重共線性），VIF（分散拡大係
数）が10を超える説明変数は解析から除外した。
　本研究は公開されたデータのみの解析である
が，「広島国際大学人を対象とする医学系研究
倫理委員会」への審査申請を行い，医学系研究
倫理審査不要との判断を得ている（2019年 6 月

20日，倫19-014）。

Ⅲ　結　　　果

　全国の1,741市町村（東京特別区
は各区を 1 市，政令指定都市は全域
で 1 市 と し て い る ） の う ち，519
（29.8％）において病児対応型保育
施設が存在した。表 3に地方および
人口規模別に各市町村の一般保育所
在所者千人あたりの平均病児対応型
保育定員を示す。全国値は，2.04人／
在所者千人であった。この値を上回
る地方は，中部，近畿，中国，四国，
九州・沖縄であった。また人口規模
では，20～30万人未満と政令指定都
市であった。
　また，各市町村の病児対応型保育
定員，総人口， 0 ～ 6 歳人口，一般
保育所在所者数，小児科医師数，実
質単年度収支の中央値は，それぞれ，
0 人，24,622人，1,223人，510人，
1 人，-4,549万円であった（表 4）。

表 3　�地方および人口規模別にみた市町村における一般保育所在所者千人�
あたりの平均病児対応型保育定員（平成28年度）

市町村数

市町村の人口規模

すべての
人口規模

10万人
未満

10万～
20万人未満

20万～
30万人未満

30万人
以上

（非政令）

政令
指定都市

総計 1 741 2.04 1.97 1.99 2.14 1.98 2.18
市町村数 1 741 1 458 151 38 51 43
北海道 179 0.67 1.13 1.47 1.16 0.00 0.00
東北 227 1.45 1.35 0.72 1.52 2.86 1.71
関東 316 1.61 1.59 1.63 1.16 1.20 1.86
中部 345 2.05 2.10 1.78 1.76 1.83 2.52
近畿 198 2.09 1.62 2.26 2.15 2.42 2.22
中国 107 3.19 2.42 4.51 4.49 2.08 2.93
四国 95 2.94 3.01 2.71 6.19 2.15 －
九州・沖縄 274 2.63 2.39 1.53 4.27 2.84 3.59
注　1）　東京特別区は各区を 1 市に扱い，政令指定都市は全域で 1 市とした。
　　2）　下線は，全国値（2.04人／一般保育所在所者千人）を上回る地方・人口規

模を示す。

表 4　各市町村の乳幼児人口，一般保育所在所者数，小児科医師数，財政指標
パーセンタイル

10 25 50 75 90
病児対応型保育定員 0 0 0 3 7
総人口 3 409 8 175 24 622 63 493 156 737
0 ～ 6 歳人口 137 370 1 223 3 648 8 963
一般保育所在所者数 54 157 510 1 349 2 820
小児科医師数 0 0 1 7 22
実質単年度収支（万円） △72 913 △26 318 △4 549 9 505 35 131
注　1）　1,741市町村中519（29.8％）に病児対応型保育施設が存在した。
　　2）　東京特別区は各区を 1 市に扱い，政令指定都市は全域で 1 市とした。
　　3）　実質単年度収支：単年度収支＋積立金繰上償還金－積立金取崩し額
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　各市町村における病児対応型保育定員を，一
般保育所在所者数，小児科医師数，市町村の単
年度収支を用いて示し，さらに説明変数以外の
地方・市町村の人口規模による影響をダミー変
数として重回帰分析を行った結果を表 5に示す。
重回帰分析における調整済み決定係数（R2）は，
0.684（Ｐ＜0.001）であり，病児対応型保育定
員の68.4％を今回の解析で説明することができ
た。
　各市町村の病児対応型保育定員は，一般保育
所在所者千人あたり1.806人，小児科医師数 1
人あたり0.071人，市町村の実質単年度収支10
億円あたり0.735人増加した（ともにＰ＜0.001）。
なお，これらの説明変数以外の影響を定数で表
すと，関東地方を基準とした場合に各地方の市
町村に加算する保育定員はすべて正で，最高は
中国地方の2.656人であった。また，中部，中
国，四国，九州・沖縄において加算する定員は
有意に 0 人を上回っていた（ともにＰ＜0.001）。
また，人口規模20～30万人の市町村を基準とし
た場合，政令指定都市では2.920人保育定員を
減算する必要があった（Ｐ＝0.020）。しかし，
他の人口規模では加算ないしは減算する保育定
員が 0 人である可能性を否定できなかった。
　これらの解析結果より，各市町村の病児対応
型保育定員は以下のように示された。
（各市町村の病児対応型保育定員）＝-1.248＋
1.806×（一般保育所在所者千人）＋0.071×（小
児科医師数）＋0.735×（実質単年度収支10億円）
＋（加算する定員：北海道0.373人，東北0.559
人，関東 0 人，中部0.977人，近畿0.660人，中
国2.656人，四国1.643人，九州・沖縄1.601人）
＋（加算する定員：10万人未満0.286人，10～20
万人-0.055人，20～30万人 0 人，30万人以上の
非政令指定都市-2.029人，政令指定都市-2.920
人）
　各説明変数間の影響度の大きさを比較するた
め，すべての偏回帰係数を平均 0 ，標準偏差 1
に変換して得られた標準偏回帰係数は，一般保
育所在所者数0.663（Ｐ＜0.001），小児科医師
数0.256（Ｐ＜0.001），実質単年度収支0.084
（Ｐ＜0.001），市町村の所在する地方（0.013

～0.075），市町村の人口規模（-0.053～0.012）
であった。

Ⅳ　考　　　察

　病児対応型保育施設の地方間格差が生じる6）

原因を探るため，説明変数以外の地方および市
町村の人口規模による地域性も加味し，一般保
育所在所者数，小児科医師数，実質単年度収支
により市町村の病児対応型保育定員を表す重回
帰分析（線形回帰）を行った。調整済み決定係
数（R2）は0.684（Ｐ＜0.001）であり，保育定
員の約 7 割は今回の解析で説明することができ
た。
　各説明変数の影響の大きさは標準編回帰係数
の絶対値の大きさで示されるが，その大きさは，
（一般保育所在所者数）＞（小児科医師数）＞（実
質単年度収支）＞（地方による加算定数のうち正

表 5　�各市町村における病児対応型保育定員を従属変数に�
した場合の各独立変数の偏回帰係数

非標準化 標準化
有意確率偏回帰

係数 標準誤差 標準偏回帰
係数

（定数） -1.248 0.840 0.138
一般保育所在所者
数（単位千人） 1.806 0.107 0.663 ＜0.001
小児科医師数 0.071 0.011 0.256 ＜0.001
実質単年度収支
（10億円） 0.735 0.127 0.084 ＜0.001
地方：関東を基準値とした場合に各地方で加算となる定数
　北海道 0.373 0.462 0.013 0.420
　東北 0.559 0.430 0.022 0.194
　中部 0.977 0.387 0.046 0.012
　近畿 0.660 0.445 0.025 0.138
　中国 2.656 0.545 0.075 ＜0.001
　四国 1.643 0.572 0.044 0.004
　九州・沖縄 1.601 0.411 0.068 ＜0.001
市町村の人口規模：政令都市以外の20～30万人を基準値とし
た場合に各人口規模で加算となる定数
　政令都市以外
　　10万人未満 0.286 0.833 0.012 0.731
　　10～20万人 -0.055 0.882 -0.002 0.951
　　30万人以上 -2.029 1.044 -0.040 0.052
　政令指定都市 -2.920 1.250 -0.053 0.020
注　1）　上記の項目を独立変数，病児対応型保育定員を従属変数と

して重回帰分析を行った。
　　2）　調整済み決定係数（R2）は0.684（Ｐ＜0.001）であり，病

児対応型保育の合計定員の68.4％は上記の変数で説明がつく
ことになる。

　　3）　実質単年度収支：単年度収支＋積立金繰上償還金－積立金
取崩し額

　　4）　多重共線性の指標としてはVIF（分散拡大係数）を用い，
この値が10を超えないように独立変数を選択した。

　　5）　下線は偏回帰係数のＰ値＜0.05の因子を示す。
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の最高値：中国地方）＞（人口規模による加算定
数のうち負の最低値：政令指定都市）の順で
あった。
　一般保育所在所者数の影響が大であることは，
これらの施設に通所する乳幼児が，軽微な急性
疾患に罹患した際に病児対応型保育施設を利用
すると考えられるので当然の結果といえる。ま
た，病児対応型保育においては医師の指導が必
要であり5），一般保育所在所者数とは別の次元
で小児科医師数が病児対応型保育定員に正の相
関を示すことも理解できる。さらに，市町村の
実質単年度収支が大きいほど病児対応型保育定
員に正の相関を示すことについても矛盾はない。
　確かに，これら 3 つの説明変数以外にも地
方・人口規模に応じた地域性の影響はあろう。
しかし，地方および人口規模のダミー変数を除
いて，一般保育所在所者数，小児科医師数およ
び市町村の実質単年度収支の 3 つの説明変数だ
けで病児対応型保育定員を説明した場合でも，
決定係数は0.676（Data not shown）となり，
地域性を加味した今回の解析結果（決定係数
0.684，表 5）と大差はない。したがって，病
児対応型保育定員の地方間格差は，一般保育所
在所者数，小児科医師数および市町村財政の差
によるところが大きく，それ以外の地域性の影
響は小さいと考えられる。市町村の小児科医師
数９）の分布をみると，その値は北海道や東北で
著しく低く（表 6），こうした地方で病児対応
型保育の整備が進まない理由としては小児科医
師が少ないことも考えられよう。また，単年度
収支が赤字の市町村の割合を比べると西日本で
その割合が低く（表 6），病児保育の整備を実
施できる財政的な余裕が西日本の市町村にはあ
ることがうかがえる。
　しかし，こうした地方間格差を解消するため
に，各地方の小児科医師数を増やそうとしても
短期間では難しい。一方，日常の入院医療は二
次医療圏を単位として提供されており，また，
二次医療圏内で通勤通学が完結する比率の中央
値は91％と報告されている11）。そこで，病児対
応型保育の提供単位を市町村ではなく，通勤・
通学圏域に相当する二次医療圏に拡大すること

により病児対応型保育に関する市町村格差は改
善できるかもしれない。市町村が事業主体とし
て病児対応型保育への補助金を支給しているた
め，その市町村内に居住する，あるいは，その
市町村内に職場を有する保護者の子どもに保育
対象を限定している事例が多いと思われる。し
かし，全国であまねく病児対応型保育を受けら
れるようにするには，広域化も一法であろう。
　また，財政収支が厳しい自治体では病児対応
型保育の合計定員が少ないことから，整備には
公的な資金のさらなる投入や事業の実施主体を
市町村ではなく都道府県などが主体となるなど
財政上の広域化も必要であろう。
　乳幼児は頻繁に感染症などの軽微な疾患に罹
患するため，健常時の保育に限らず，軽微な急
性疾患罹患時の保育も欠かせない。国税も投入
されている事業でもあり，全国であまねくこう
した保育が利用できるよう，補助の実施主体の
広域化や公的資金の投入の増額が必要となるで
あろう。

　なお，本研究はJSPS（日本学術振興会）科
研費19K10547の助成を受けたものです。
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